
徳
島
県
規
則
第
五
十
四
号

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
第
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
教
育
機
関
」
を
「
徳
島
県
教
育
委
員
会
が
所
管
す
る
教
育
機
関

」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
服
務
関
係
事
項
の
項
第
五
号
の
５
中
「
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
」
を
削
る
。

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
第
二
十
七
号
の
１
中
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第

三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
十
一
号
の
３
中
「
第
十
一
条
の
二
」
を
「
第
十
一
条
の
三
」
に
改
め
、
同
３

を
同
号
の
４
と
し
、
同
号
の
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
浄
化
槽
の
使
用
の
休
止
の
届
出
の
受
理
及
び
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
浄
化
槽
の
使
用
の
再
開
の
届
出
の
受
理

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
第
五
十
六
号
の
４
中
「
第
二
十
五
条
の
五
第
二
項
」

を
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
、
「
特
定
施
設
」
を
「
特
定
施
設
等
」
に
改
め
、
同
号
の
５
中
「
第
二
十

五
条
の
七
」
を
「
第
三
十
一
条
」
に
改
め
、
同
号
の
６
中
「
第
二
十
五
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
三
十
八

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
の
７
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
（
第
三
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
一
条

第
一
項
（
第
六
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
十
二
号
を
第
八
十
三
号
と
し
、
第
六
十
二
号
か

ら
第
八
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
六
十
一
号
の
４
中
「
決
定
」
の
下
に
「
及
び
同
条

第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
生
活
困
窮
者
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給
期
間
の
決
定
」
を
加
え
、
同
号
を
同

項
第
六
十
二
号
と
し
、
同
項
中
第
六
十
号
を
第
六
十
一
号
と
し
、
第
五
十
九
号
を
第
六
十
号
と
し
、
第
五

十
八
号
を
第
五
十
九
号
と
し
、
同
項
第
五
十
七
号
中
「
附
則
第
二
条
第
六
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
八
項
ま

で
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五
十
八
号
と
し
、
同
項
第
五
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
十
七

健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
八
号
）
に
関
す
る
次

の
こ
と
。

１

附
則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
又
は
職
員
に
よ
る
立
入
検
査
若
し
く
は
質

問
２

附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
又
は
職
員
に
よ
る
立
入
検
査
若
し
く
は
質

問

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
長
の
項
第
二
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
一

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と

。１

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
本
構
想
に
つ
い
て
の
同
意

２

第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
長
の
項
第
四
十
七
号
中
「
の
締
結
」
の
下
に
「
（
債
務
負
担

行
為
に
基
づ
く
契
約
の
締
結
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
中
第
五
十
一
号
を
第
五
十
二
号
と
し
、
第
四

十
八
号
か
ら
第
五
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
八

農
林
水
産
部
の
分
掌
に
属
す
る
工
事
、
維
持
修
繕
及
び
用
地
取
得
に
係
る
測
量
、
設
計
、



試
験
、
調
査
及
び
用
地
取
得
事
務
の
業
務
の
委
託
で
、
そ
の
対
象
額
が
一
件
二
千
万
円
未
満
（
委

託
契
約
締
結
後
に
契
約
内
容
の
変
更
に
よ
り
当
初
の
委
託
契
約
額
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
委
託
対
象
額
が
増
加
し
た
た
め
当
初
の
委
託
契
約
額
と
当
該
増
加
し
た
委
託
対
象
額

と
の
合
計
額
が
二
千
万
円
以
上
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
の
委
託
契
約
の
締
結
（
債
務
負
担
行
為

に
基
づ
く
契
約
の
締
結
を
含
む
。
）

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
長
の
項
第
五
十
二
号
中
「
の
締
結
」
の
下
に
「
（
債
務
負
担

行
為
に
基
づ
く
契
約
の
締
結
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
六
十
一
号
中
「
の
締
結
」
の
下
に
「
（
債

務
負
担
行
為
に
基
づ
く
契
約
の
締
結
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
の
３
中
「
操
作
業
務
」
の
下
に
「
及

び
維
持
修
繕
業
務
」
を
加
え
、
同
号
の
４
中
「
一
般
公
共
海
岸
区
域
及
び
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
海
岸
保
全
区
域
」
を
「
県
が
管
理
す
る
公
共
海
岸
」
に
改
め
、
「
巡
視
業
務
」
の
下
に
「
及
び
維
持
修

繕
業
務
」
を
加
え
、
同
号
の
８
中
「
巡
視
業
務
」
の
下
に
「
及
び
当
該
指
定
さ
れ
た
土
地
に
あ
る
砂
防
設

備
の
維
持
修
繕
業
務
」
を
加
え
、
同
号
の
９
中
「
巡
視
業
務
」
の
下
に
「
及
び
当
該
指
定
さ
れ
た
地
す
べ

り
防
止
区
域
内
に
あ
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
の
維
持
修
繕
業
務
」
を
加
え
、
同
号
の

中
「
巡
視
業
務
」

10

の
下
に
「
及
び
当
該
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
内
に
あ
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
の
維
持
修
繕
業
務
」

を
加
え
、
同
号
の

中
「
巡
視
業
務
」
の
下
に
「
及
び
維
持
修
繕
業
務
」
を
加
え
、
同

の
次
に
次
の
よ

12

12

う
に
加
え
る
。県

土
整
備
部
の
分
掌
に
属
す
る
工
事
、
維
持
修
繕
及
び
用
地
取
得
に
係
る
測
量
、
設
計
、
試

13
験
、
調
査
及
び
用
地
取
得
事
務
の
業
務
の
委
託
で
、
そ
の
対
象
額
が
一
件
二
千
万
円
未
満
（
委

託
契
約
締
結
後
に
契
約
内
容
の
変
更
に
よ
り
当
初
の
委
託
契
約
額
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
委
託
対
象
額
が
増
加
し
た
た
め
当
初
の
委
託
契
約
額
と
当
該
増
加
し
た
委
託
対

象
額
と
の
合
計
額
が
二
千
万
円
以
上
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
の
委
託
契
約
の
締
結
（
債
務
負

担
行
為
に
基
づ
く
契
約
の
締
結
を
含
む
。
）

別
表
第
二
の
三
徳
島
県
防
災
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

徳
島
県
立
保
健
製
薬
環
境
セ
ン
タ
ー
所
長

一

徳
島
県
立
保
健
製
薬
環
境
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
徳
島

県
条
例
第
五
十
一
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
許
可

２

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
許
可
の
取
消
し
又
は
利
用
の
中
止
命
令

３

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
徴
収

４

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
徴
収

５

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
等
の
減
免

二

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
情
報
の
公
表
（
定
例
的
な
も
の
に
限
る
。
）

三

試
験
等
の
成
績
書
等
の
交
付

四

研
修
生
の
受
入
れ
の
承
認

別
表
第
二
の
三
徳
島
県
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
六
号
の
２
中
「
第
十
三
条
第
十
号
」
を

「
第
十
三
条
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
表
徳
島
県
南
部
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
及
び
徳
島
県
西

部
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

徳
島
県
立
図
書
館
長

一

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
（
平
成
二
年
徳
島
県
条
例
第
十
一
号
）
に
関
す
る



次
の
こ
と
（
徳
島
県
立
図
書
館
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

１

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
施
設
又
は
用
具
の
利
用
の
許
可

２

第
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
損
害
の
賠
償
責
任
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除

徳
島
県
立
博
物
館
長

一

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
徳
島
県
立
博
物
館
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
。

１

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
施
設
又
は
用
具
の
利
用
の
許
可

２

第
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
損
害
の
賠
償
責
任
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除

徳
島
県
立
近
代
美
術
館
長

一

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
徳
島
県
立
近
代
美
術
館
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

１

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
施
設
又
は
用
具
の
利
用
の
許
可

２

第
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
損
害
の
賠
償
責
任
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除

徳
島
県
立
文
書
館
長

一

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
第
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
損
害
の
賠
償
責

任
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
（
徳
島
県
立
文
書
館
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二

徳
島
県
立
文
書
館
協
議
会
に
対
し
て
諮
問
し
、
又
は
建
議
を
受
け
る
こ
と
。

徳
島
県
立
二
十
一
世
紀
館
長

一

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
１
及
び
３
に
つ
い
て
は
、

徳
島
県
立
二
十
一
世
紀
館
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

１

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
施
設
又
は
用
具
の
利
用
の
許
可

２

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
観
覧
料
の
徴
収
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
徴

収
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
観
覧
料
及
び
使
用
料
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除

３

第
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
損
害
の
賠
償
責
任
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除

二

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
の
観
覧
料
及
び
使
用
料
徴
収
規
則
（
平
成
二
年
徳
島
県

規
則
第
四
十
九
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
観
覧
料
及
び
使
用
料
の
徴
収
の
時
期
及
び
方
法
の

特
例
の
決
定

２

第
四
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
観
覧
料
及
び
使
用
料
の
全
部
又
は
一
部
の
還
付

３

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
観
覧
料
及
び
使
用
料
に
関
し
必
要
な
事
項
の
決
定

三

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
に
お
け
る
電
気
の
調
達
に
係
る
事
務
の
処
理

四

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
の
維
持
及
び
管
理
の
業
務
の
委
託
に
関
す
る
事
務
の
処

理
五

徳
島
県
立
二
十
一
世
紀
館
協
議
会
に
対
し
て
諮
問
し
、
又
は
建
議
を
受
け
る
こ
と
。

徳
島
県
立
鳥
居
龍
蔵
記
念
博
物
館
長

一

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
第
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
損
害
の
賠
償
責

任
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
（
徳
島
県
立
鳥
居
龍
蔵
記
念
博
物
館
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

別
表
第
二
の
三
徳
島
県
立
保
健
製
薬
環
境
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
を
削
り
、
同
表
徳
島
県
立
総
合
看
護
学

校
長
の
項
第
一
号
の
３
中
「
徴
収
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
入
学
料
の
還

付
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



二

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
管
理
規
則
（
平
成
二
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
四
号
）
第
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
納
付
の
期
日
の
指
定

別
表
第
二
の
三
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
一
号
の
９
中
「
徴
収
」
の

下
に
「
及
び
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
入
学
料
の
全
部
又
は
一
部
の
還
付
」
を
加
え
、
同
項

第
二
号
中

を

と
し
、
９
を

と
し
、
８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10

11

10

９

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
納
付
の
期
日
の
指
定

別
表
第
二
の
三
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
同
条
第

一
項
第
一
号
の
当
該
二
以
上
の
同
意
市
町
村
の
区
域
が
一
の
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
及
び
総
合

県
民
局
の
所
管
区
域
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

別
表
第
二
の
三
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

徳
島
県
横
断
道
・
幹
線
道
路
用
地
推
進
セ
ン
タ
ー
所
長

一

県
土
整
備
部
の
分
掌
に
属
す
る
用
地
取
得
に
係
る
測
量
、
設
計
、
試
験
、
調
査
及
び
用
地
取
得

事
務
の
業
務
の
委
託
で
、
そ
の
対
象
額
が
一
件
二
千
万
円
未
満
の
委
託
契
約
の
締
結

別
表
第
五
そ
の
二
の
表
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
支
出
負
担
行
為
の
項
中
第

五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
号
を

第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

委
託
料

二
千
万
円
未
満

千
万
円
未
満

別
表
第
五
そ
の
二
の
表
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
支
出
負
担
行
為
の
項
中
第

十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

別
表
第
九
中
「
教
育
機
関
」
を
「
徳
島
県
教
育
委
員
会
が
所
管
す
る
教
育
機
関
」
に
改
め
、
同
表
徳
島

県
立
中
学
校
の
長
の
項
の
項
名
を
「
徳
島
県
立
中
学
校
及
び
徳
島
県
立
中
等
教
育
学
校
の
長
」
に
改
め
、

同
表
徳
島
県
立
図
書
館
長
の
項
か
ら
徳
島
県
立
鳥
居
龍
蔵
記
念
博
物
館
長
の
項
ま
で
を
削
る
。

別
表
第
十
第
一
号
中
「
第
四
号
」
を
「
同
表
そ
の
一
の
表
第
四
号
」
に
、
「
そ
の
二
の
表
」
を
「
同
表

そ
の
二
の
表
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
三
第
八
号
の
１
中
「
五
十
九
の
項
」
を
「
五
十
九
の
三
の
項
」
に
改
め
、
「
、
七
十
六
の
項

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


